１．マクロ経済、統計

（１）物価

　４月は前月と比べて０．４％のインフレで、本年に入って４月まででは４．６％のインフレであったと国家統計局は発表した。なお、前年４月から本年４月までの１年間では８．０％のインフレである。（５月１３日報道）
（２）失業率

　４月の失業率は１０．２３％で、前月に比べて０．６１％ポイント改善したと労働・社会政策省は報告した。また、４月の失業登録者数は、３７８，９２０人であった。（５月１７日報道）

（３）債務

３月末の対外債務が１５，１７５．９百万ユーロ（対GDP比６３．３％）で、２００５年末の１４，５３０．３百万ユーロ（対GDP比６７．７％）と比べ６４５．６百万ユーロ増加したと中央銀行は発表した。うち、長期債務は１０，７４０．９百万ユーロ、短期債務は４，４３５百万ユーロであった。（５月３１日報道）
（４）経常収支

　１月～３月の経常収支が１，０５２百万ユーロ（対GDP比４．４％）の赤字であったと中央銀行は発表した。前年同期は５５０．６百万ユーロであった。なお、３月のみで見ても３８７．５百万ユーロの赤字であった。赤字幅拡大の主な要因としては、貿易収支の赤字幅拡大が挙げられている。（５月１８日報道）

（５）貿易

　１月～３月の貿易収支が１，０３９百万ユーロの赤字で、前年同期と比べて３３３．７百万ユーロも赤字幅が拡大したと中央銀行が発表した。１月～３月の輸出額は２，６６７　百万ユーロで、前年同期から５８６百万ユーロ増加した。また、輸入額は３，７０５百万ユーロで、前年同期から９１９．８百万ユーロ増加した。好調な国内景気の拡大に加えて、原油価格の高騰に伴う取引額の上昇が、拡大要因として考えられている。（５月１８日報道）

（６）外国投資

　１月～３月の外国直接投資額が７５５．４百万ユーロであったと中央銀行は発表した。主な内訳は、不動産部門投資が２５８．７百万ユーロ、製造業部門投資が２１１．７百万ユーロ、金融部門投資が１６９．４百万ユーロであった。なお、前年同期の外国直接投資額は３９２百万ユーロであった。（５月１８日報道）

（７）産業投資

　本年第１四半期における産業投資が前年同期と比べて１１．７％増加したと国家統計局が発表した。具体的には民間部門が８．３％、公的部門が２２．６％の伸びを示し、特に、エネルギー・水供給部門における伸びが２８％で、総額の４３％を占めるに至った。（５月２２日報道）

（８）関税収入

　４月の関税収入が前年同月から２９．５％増加の５３７，４０２，２５４レヴァで、本年第１四半期の関税収入合計が２２億レヴァに達したと関税局は発表した。（５月２３日報道）

２．他機関等との関係

（１）IMF

　今月、IMFミッションがブルガリアを訪れ、今後２年間におけるブルガリアの経済及び現在のブルガリア政府の財政管理についてブルガリア政府と話し合う予定となっているが、それに先立ち、ジェームス・ローフ駐ブルガリアIMF代表は、２００７年における財政収支を黒字（GDPの３％）とするよう、現在、締め付けている財政政策を緩和すべきではない旨を述べた。現在、ブルガリア財務省は、２００９年までの年間の国家予算に関する２つのシナリオ案を策定している。１つは来年の財政赤字を対GDP比１％かそれ以上と見るもので、もう１つは財政均衡をとるというものである。どちらのケースも、税政策に依存することになる。ブルガリア政府はIMFミッションに対し、９月で期限が切れる現行の協定を延長するのか或いはしないのかについての考え方を表明することになっている。仮に延長されれば、協定は２００７年３月まで６か月間延長される。（５月３日報道）

　今次、ブルガリアを訪問しているIMFミッションは、ブルガリアの経済改革が少なからず遅れが生じている旨述べた。特に、民営化の手続きの迅速化、ハイテク製品の輸出の創出、及び、社会福祉プログラムの見直しが図られるべきとのことである。一方で、マクロ経済の安定化と財政政策の引き締めに対しては満足のいく経過を示しており、結果として、本年度の財政収支が３％の黒字となることが見込まれるとのことである。なお、ブルガリア政府が、原油高への対応やインフレ率を低く抑えることと、現在の給与水準を早く欧州レベルに引き上げる必要がある旨を言及した。（５月１２日報道）

現在、ブルガリアとIMFとの間において本年９月までを期限とした２年間の協定（アレンジメント）が交わされているが、本協定を６か月間延長することをオレシャルスキ財務大臣とジェームス・ローフIMF駐ブルガリア代表との間で合意に達した。延長の理由としては、本協定における主要な要素に関しての遅延は見られないものの、幾つかの機構改革の進展に遅れが確認されたためである。具体的には、（転職の際に）前職で獲得していた特別賞与の権利を転職先へ移管する制度の廃止、及び、新しい付加価値税（VAT）の採択、に関する手続き完了の期限が延長されることが合意された。ローフIMF駐ブルガリア代表によると、ブルガリアのマクロ経済は良好であるとのことである。（５月１８日報道）

（２）ブルガリア・ロシア政府間協議

科学、技術、貿易及び経済の４分野における協力に関する第１０回ブルガリア・ロシア政府間協議が開催され、両国間における４分野の協力関係の深化を目的とした文書への署名が行われた。ブルガリア・ロシア両国ともに、両国間の経済関係の発展は重要な段階に来ており、特に両国間における貿易の成長が期待されているとの認識で一致している。露側よりブルガリアの工業製品に関心が示されたのに対し、オフチャロフ経済・エネルギー大臣より２００５年にブルガリア産ワインの対露輸出が急増した、しかし、ブルガリア側の貿易赤字は過去最高の２７億ドルに達しており、貿易の均衡化を目指す必要がある旨述べた。（５月１８日報道）

（３）欧州復興開発銀行（EBRD）

　ロンドンで開催中のEBRDの年次総会において、ブルガリアの中小企業に対する投資はインフラに対する投資と同じ程度必要であると共に、観光分野は外国の多大な投資を呼び込む可能性を秘めている一方で、インフラに対する投資の欠如はビジネス活動を妨げる程深刻である旨が述べられた。EBRDは、新５か年戦略においてブルガリアに対して年間当たり２５０～３００百万ユーロを融資する見通しであり、特に、グリーンフィールドプロジェクト及び中小企業に対する支援に焦点を当てていく方針である。（５月２３日報道）

３．インフラ

（１）ドナウ第２架橋

　ドナウ第２架橋建設プロジェクトの入札が６月に行われる見通しであるとムタフチェフ運輸大臣が述べた。ムタフチェフ大臣は、本プロジェクトの財政に関する全ての障壁は取り除かれたとも述べた。本プロジェクトの総工費は２２６百万ユーロで、ISPAからのグラントとして７０百万ユーロ、EIBからのローンとして７０百万ユーロ、国からの共同融資として６０百万ユーロが割り当てられることとなっている。（５月３日報道）

（２）核燃料供給

　ロシアのAtomstroyexport社のグループ企業であるTVEL社が、ブルガリアとの間で２０２０年までのブルガリアに対する核燃料供給に関する契約の署名を行った。使用済みの核燃料は、ロシアへ戻すこととなっている。なお、同社は、ロシア国内の７６の原子炉及びブルガリアを含む１３か国に対して核燃料の供給を行っている。（５月４日報道）

（３）ハイウェー建設

　マリッツァ・ハイウェー（オリゾボ－キャピタン・アンドリーボ間）、ストルマ・ハイウェー（クラタ－ソフィア間）及びチェルノ・モレ・ハイウェー（ブルガス－ヴァルナ間）に関するコンセッションが本年中に開始される見通しであるとゲオルギエフ道路庁長官が述べた。また、リューリン・ハイウェーの建設は、本年８月末には開始される見通しである。（５月４日報道）

（４）欧州－コーカサス－アジア輸送回廊（TRACECA）

ソフィアで開催されたTRACECAの第５回政府間委員会（IGC）において、２０１５年までの開発戦略が承認されると共に、総額１３．５百万ユーロに達する４つのプロジェクトが承認された。また、ブルガリアが、１年間、IGCの議長国を務めることとなった。４つの当該プロジェクトの概要は、①TRACECAに属する国々におけるロジスティックセンターの設立（総額５．５百万ユーロ）、②黒海及びカスピ海の海上輸送と汚染防止における共通安全システムの構築（３．５百万ユーロ）、③航空輸送管理官の専門養成（総額２百万ユーロ）、④黒海及びカスピ海における海上輸送路開発（総額２．５百万ユーロ）である。欧州委員会は本プロジェクトに対する財政支援を今後検討、承認し、２～３年後には本プロジェクトがスタートすることが見込まれている。（５月４日報道）

（５）火力発電所

　ヴァルナ火力発電所の民営化に伴う売却に関し、チェコのCEZ社が２０６百万ユーロで本火力発電所購入のための契約署名を行った。また、同社は、ブルガリアの電力部門に対して今後４年間で４０百万ユーロの追加投資を行う見通しである。なお、同社はブルガリア国内において既に３つの配電会社を所有している。（５月５日報道）

（６）電気料金

　経済分析・予測庁の試算によれば、今秋に予定されている電気料金の値上げは１４．５％にものぼる見通しであると発表した。電力会社は値上げ幅を１２％としているが、当該値上げとは別に、それぞれの消費者に対して月額で３～３．５レヴァの税金を導入することを表明している。（５月８日報道）

（７）水道料金

　地域開発・公共事業省は、水道料金が１立方メートル当たり２レヴァに値上がりする見通しを伝えた。現在、ブルガリア国内の水道料金は、北東部地域が最も高く、１立方メートル当たり１．５レヴァとなっているほか、ソフィアでは０．８５レヴァである。また、２０１４年までに水道事業に対する投資としては、９０億ユーロが必要であるとのこと。なお、現在における１世帯当たりの１か月の平均水道使用量は８立方メートルで、水道料金の家計における負担割合は０．６～３％程度である。（５月１０日報道）

（８）天然ガス供給及び輸送問題

ロシア滞在中のオフチャロフ経済・エネルギー大臣は、アレクシー・ミラー・ガスプロム社社長と会談したところ、両国間における天然ガスの供給及び輸送に関する問題は両者による交渉によって相互に有益な解決策をもたらすこととなる旨を述べた。オフチャロフ経済・エネルギー大臣は、将来的に天然ガスの価格が劇的に上昇しないための保証が両国間における戦略パートナーシップの合意の中で見いだされる必要がある旨も述べた。（５月１７日報道）

（９）光熱費値上げ

　天然ガス価格の高騰により、７月にはセントラルヒーティング料金が７～８％程度、１０月には電気料金が６．９～８．５％程度値上げする見通しである。ブルガリア国内のセントラルヒーティング供給施設の７０％は、天然ガスに依存している。なお、天然ガス価格は、本年初頭より１０％上昇している。（５月２３日報道）

（１０）インフラ整備計画

　国家重要インフラプロジェクト調整閣僚評議会にて２００６～１５年におけるインフラ開発戦略プログラム案が議論され、本戦略プログラム案の中で総延長７１７㎞のハイウェー建設が盛り込まれる見通しとなった。本戦略プログラム案では、トラキア・ハイウェー、リューリン・ハイウェー、マリッツァ・ハイウェー、ストルマ・ハイウェー、チェルノ・モレ・ハイウェーの建設が挙げられており、総建設費用は３，０００百万ユーロに達し、これら費用はEU統合基金、ブルガリア国家予算及び官民パートナーシップから拠出される見込みである。（５月２７日報道）

（１１）電力輸出

　本年の電力輸出量が３５億７８００万kWhに達し、前年同期と比べ１１．７％増加したと国営電力公社（NEC）が発表した。本年１年間での電力輸出量は、アルバニア、マケドニア及びセルビア・モンテネグロに対する電力輸出量の増加により、合計７０億kWhが見込まれている。輸出量の主な内訳は、ギリシャが５０～５２％、セルビアが３５％、ルーマニアが１０％、マケドニアが５～６％。なお、ブルガリア国内での電力消費量は１６２億８８００万kWhで、前年同期と比べて３．６％増加した。また、ブルガリア国内での電力生産量は、原子力発電が９１億１０００万kWh、火力発電が８４億１３００万kWh、水力発電が２４億４３００万kWhである。（５月３０日報道）

（１２）上下水道整備

　ブルガリア国内の上下水道を整備するためには６９億レヴァが必要となるが、国の予算だけでは賄うことができないため、国としては民間投資を探す必要がある旨、ミハレフスキ地域開発・公共事業省次官が述べた。現在、上水道設備はブルガリア人口の９８％をカバーしているが、下水道設備は人口の４８％をカバーしているに過ぎない。なお、上水道供給ネットワークの総延長距離は７０，０００㎞である一方、下水道ネットワークの総延長距離は９，０００㎞である。（５月３０日報道）

４．その他

（１）経済予測

　経済分析・予測庁が本年の経済予測を発表したところ、昨年末に予測した本年の経常収支赤字（対GDP比）が１１．８％から１１．３％へと改善するとのことである。なお、原油価格の世界市場における動向及び農作物の収穫高と言った不確定要素があり、本予測に対するリスクは存在する。（５月８日報道）

＜２００６年経済予測＞

GDP：４６２．４１億レヴァ

GDP成長率：５．５％

インフレ率（年平均）：７．４％

インフレ率（年末）：６．４％

経常収支赤字（対GDP比）：１１．３％

失業率：９．６％

対米ドル為替：１．６１レヴァ
（２）平均月収

　３月の平均月収が３４０レヴァであったと国家統計局は発表した。公的部門の平均月収は４１１レヴァで、民間部門の平均月収は３０７レヴァであった。なお、分野別で見ると、金融部門が最も高く、平均月収が７７８レヴァであった一方で、ホテル及びレストラン部門が最も低く、平均月収は２２１レヴァであった。（５月１０日報道）

（３）家計収入

　３月の平均家計収入が４７０レヴァであったと国家統計局は発表した。また、３月の平均家計支出は４４２レヴァであった。（５月１６日報道）

（４）税制

　財務省は所得税の減額、非課税最低所得の引き上げ及び社会保険の減額を一体とした計画を提案する見通しであるとオレシャルスキ財務大臣が述べた。財務省の試算によれば、所得税は２％程度削減される見込みである。具体的には、月額所得が２００～６００レヴァに対しては現行の所得税２２％から２０％へと減額される。なお、月額所得が６００レヴァ以上に対しては現行の２４％から変更は無い。また、非課税最低所得を現行の１８０レヴァから２００レヴァへと引き上げる。また、収益税に関しては現行の１５％から１２％へと削減がされ、欧州で最も低い税率となる見込みである。社会保険については３％程度の減額が想定されているが、導入時期に関しては２００７年又は２００８年ということで明確にはされていない。（５月３０日報道）

